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衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
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提
出
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備
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度
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関
す
る
質
問
に
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る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政

府
が
行
う
米
穀
の
備
蓄
の
目
標
数
量
は
、
百
万
ト
ン
程
度
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
平
成
二
十
三
年
度
の
予
算
概
算
要
求

を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。
な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
民
主
党

が
作
成
し
た
「
民
主
党
政
策
集
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
二
〇
〇
九
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

三
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
度
の
政
府
所
有
米
穀
の
販
売
、
保
管
、
運
送
等
に
必
要
な
経
費
は
、
保
管
数
量
、
販
売
数
量
等
に
関
す
る

一
定
の
前
提
の
下
で
、
平
成
二
十
一
年
度
の
当
該
経
費
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
政
府
が
個
別
に
民
間
事
業
体
に
委
託
し

て
い
た
保
管
、
運
送
等
の
業
務
を
政
府
が
行
っ
て
い
た
販
売
業
務
と
併
せ
て
包
括
的
に
民
間
事
業
体
に
委
託
す
る
こ
と
等
に

よ
り
、
約
二
十
二
億
円
の
縮
減
が
見
込
ま
れ
る
。

政
府
倉
庫
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
売
払
い
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
等
に
対
し
取
得
の
要
望

を
照
会
し
、
こ
れ
ら
の
要
望
が
な
い
場
合
に
は
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
売
払
い
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

一



食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
の
定
員
数
は
、
平
成
二
十
一
年
度
末
に
お
い
て
は
五
百
九
十
二
人
で
あ
っ
た
が
、
平
成
二
十
二

年
十
月
一
日
現
在
は
四
十
七
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
同
特
別
会
計
の
職
員
と
し
て
政
府
所
有
米
穀
の
販
売
、
保
管
、

運
送
等
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
者
は
、
同
日
か
ら
一
般
会
計
の
職
員
と
し
て
米
穀
の
適
正
か
つ
円
滑
な
流
通
を
確
保
す
る

た
め
の
業
務
等
に
従
事
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

政
府
が
行
う
米
穀
の
備
蓄
の
運
営
の
方
法
に
関
し
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
で
は
、
買
い
入
れ
た
米
穀
を
一
定
期
間

保
管
し
た
後
に
主
食
用
と
し
て
供
給
す
る
、
い
わ
ゆ
る
回
転
備
蓄
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
買
い
入
れ
た
米
穀
を
一
定
期
間

保
管
し
た
後
に
飼
料
用
等
の
主
食
用
以
外
の
用
途
に
供
給
す
る
、
い
わ
ゆ
る
棚
上
備
蓄
に
見
直
す
こ
と
に
つ
い
て
、
今
後
、

平
成
二
十
三
年
度
の
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

な
お
、
米
穀
の
需
給
に
つ
い
て
は
、
戸
別
所
得
補
償
制
度
は
、
生
産
数
量
目
標
に
即
し
た
生
産
を
行
う
者
に
対
し
て
そ
の

所
得
を
補
償
す
る
と
い
う
強
力
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
同
制
度
を
推
進
す
る

こ
と
に
よ
り
、
更
に
需
給
調
整
へ
の
参
加
が
進
む
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

二


